
                            

 

平成２４年度の委員会運営方法について 

 

１ 付議事件 

  新 
大都市制度の早期実現を図るとともに、その実態に対応する行財

政制度の確立を目的とし、これを強力に促進すること。 

 

旧 

 

大都市制度の早期実現を図るとともに、その実態に対応する税財

政制度の確立を目的とし、これを強力に促進すること並びに時代の

変化に即応する行財政改革及び指定管理者・独立行政法人・外郭団

体に関する基本的事項の調査・検討を行うこと。 

 

２ 市会運営委員会申し合わせ・確認事項（抜粋） 

・ 付議事件の調査・研究を目的として、委員間の意見交換、事例視察や参考人意見聴 

取（学識経験者）などを行う。 

 ・ 委員会報告書は、付議事件に対する結論や一定の方向性を得たとき又は議員任期が 

満了するときに議長に提出するものとする。 
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